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基幹相談支援センターを通じた社会資源
の開発等について
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今日お話ししたいこと

Ⅰ 行政の責務
（社会資源て何？ 法的な位置づけ）

Ⅱ 中心的なパートナー

（行政だけでの限界 委託する意味の再確認 基幹相談との契約）

Ⅲ 問題解決に向けた仕組みと仕掛け

（自立支援協議会の取組み 虐待研修に至る経緯）

Ⅳ 行政としての立場

（行政の持つ強み 行政として守るべきもの）
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愛知県半田市の例（市社協で実施）
＜半田市の概況＞
面積47平方㎞ 南北8.2㎞ 東西9.7㎞
人口 １１８，６８５人（平成２７年４月）
身体障害者手帳 ３，６４０人
精神障害者保健福祉手帳 ８２８人

自立支援医療 １，３９０人(26年度実績）

療育手帳 ８６４人
手帳保持者 ５，３３２名

総合支援法サービス利用数 約750名
児童福祉法サービス利用数 約180名 ＜サービス事業所＞

生活介護 17か所（基準該当含む）

就労移行 4か所
就労継続Ａ 3か所
就労継続Ｂ10か所
居宅介護 17か所
短期入所 4か所
グループホーム 20か所
入所支援施設 1か所
放課後等デイサービス 13か所
児童発達支援センター 1か所

＜相談支援の現状＞
基幹・委託相談支援 1か所

正規5名・臨職1名
指定相談 8か所
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そもそも社会資源って？

困った方々のニーズを充足するために必要とされる
施設・機関・制度などを総称したもので、福祉を支え
るすべての物事

例）
・ＧＨなどの福祉事業所の新設
・自治体独自の給付制度
・サービス以外のインフォーマルな資源
・人材育成による支援スキルの充実 などなど・・・

Ⅰ 行政の責務
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障がいの有無に関わらず、権利が守られ、安心してく
らすことができる「まちづくり」をしなさい。
小さな包括と大きな包括の視点を忘れずに！

第一条 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっと
り、（中略）障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まっ
て、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人として
の尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことがで
きるよう、（中略）障害者及び障害児の福祉の増進を図るとと
もに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を
尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与す
ることを目的とする。

障害者総合支援法の目的

Ⅰ 行政の責務

6



共生社会をつくるため「共生のまち」をつくりなさい。
福祉の世界のお話しにせず、かつ計画的に！

第一条の二 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基
本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので
あるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け
隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す
る社会を実現するため、（中略）地域社会において他の人々と共生
することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常
生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における（中
略）一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的
に行わなければならない。

障害者総合支援法の基本理念

Ⅰ 行政の責務
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第二条 市町村（特別区を含む。以下同じ）は、この法律の実施に
関し、次に掲げる責務を有する。

一 市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上
で、（中略）関係機関との緊密な連携を（中略）総合的かつ計画的
に行うこと。

二 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相
談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する
業務を行うこと。

三 意思疎通について支援が必要な障害者等（中略）必要な便宜
を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見
のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の
擁護のために必要な援助をおこなうこと。

障害者総合支援法に規定された市町村の責務

Ⅰ 行政の責務
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市町村の責務を果たすための、「ツール」として、協議
会を設置している

第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への
支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及び
その家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に
従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」という。）により構
成される協議会を置くように努めなければならない。

２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域に
おける障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係
機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備
について協議を行うものとする。

協議会の設置

Ⅰ 行政の責務

「市町村の責務を果たすため、関係機関が集い、その
まちの市民一人一人が主役となり、共生のまちを目指
す」これが協議会である！
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根拠法令で目的や理念を確認した！

行政としての責務も果たさなければ！

目的や理念を達成するためのツールもわかった！

けれど、具体的にどうしたら効率的にできるか・・・

やはり、専門性と継続性の担保は必要不可欠！

行政だけでの限界・・・

Ⅱ 中心的なパートナー
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平成１８年度
半田市が直営で相談業務を行う

平成２０年度
相談支援のため半田市社会福祉協議会に委託し「半田市障がい者相談

支援センター」を開設する

平成２１年度
就労支援相談員を増員する

平成２４年度
基幹相談支援事業を委託する

半田市の体制
Ⅱ 中心的なパートナー
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半田市障がい者相談支援センターの業務内容
（委託契約書より）

（１）障がい者相談支援事業
○福祉サービスの利用援助（情報提供・相談等）

○社会資源の活用支援に関すること

○社会性活力を高めるための支援

○ピアカウンセリングに関すること

○専門機関の紹介に関すること

○権利擁護のために必要な援助に関すること

（２）基幹型相談支援センター事業
○総合的・専門的な相談支援実施に関すること（困難ケースの対応等）

○地域の相談支援の強化の取組みに関すること

○地域移行・地域定着の促進の取組みに関すること

○就労・就業についての障がい者・事業者への支援等

○権利擁護・防止に関すること

○自立支援協議会の運営に関すること

Ⅱ 中心的なパートナー
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全体会

専門部会 ＊就労部会
＊住まい部会
＊社会参加部会
＊地域連携・一人暮らし部会
＊子ども部会

運営会議事務局会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

ニーズ・課題
困難ケース等

事業所連絡会 研修会

連携

年２〜３回
随時開催

部会によってはコア会議をその他に数回実
施したり、研修会等を実施する。
必要に応じてメンバーを選出

年３～４回（１、５時間）

・情報提供・事業所間で
の検討

・サビ管・管理者向け研
修

現場向け研修
（初任者向け）

高齢者・障がい者虐待防止連絡協議会

相談支援連絡会

２か月に１回
部会長・基幹相談・行政

毎月第３金曜日

指定相談支援事業所・
事務局

平成２７年度～ 障がい者自立支援協議会体制図

行動障がいに係る支援体制検討会新

Ⅲ 問題解決に向けた仕組みと仕掛け
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全体会

専門部会 ＊就労部会
＊住まい部会
＊社会参加部会

＊地域連携・一人暮ら
し部会
＊子ども部会

運営会議事務局会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

ニーズ・課題
困難ケース等

事業所連絡会 研修会

高齢者・障がい者虐待
防止連絡協議会

相談支援連絡会

平成２７年度

行動障がいに係る支援
体制検討会新

全体会

専門部会

＊障がい支援サービ
ス部会

＊教育就労部会

運営会議事務局会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

ニーズ・課題
困難ケース等

平成１９年度

自立支援協議会の体制の変化

Ⅲ 問題解決に向けた仕組みと仕掛け
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自立支援協議会の事業所連絡会でこれまで幾度と虐待をテーマにした研修会は行ってきた。

近年、施設従事者によるものが増えてきた

半田市の虐待案件を分析してみた・・・

施設従事者が虐待するつもりは毛頭なく、逆に一生懸命支援したい気持ちは強かった

虐待防止法や、障がい理解の認識不足によるものが原因となっていた。また、研修会に出られない、
出ても事業所内でフィードバックできていなかった

自立支援協議会運営会議に提案し解決方法を話し合った

行政（虐待防止センター）が中心となって、市内の事業所へ出向いて研修しよう！

虐待研修に至る事例

Ⅲ 問題解決に向けた仕組みと仕掛け
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□福祉のプロである必要はない
これまでの課で培ったノウハウや知識を活かしたい

□管理・監督する立場だけでは成り立たない

信頼感こそが緊急時のレスポンスに直結する

□要綱などルールが作れる立場
多くの住民に説明できる継続性のある施策であることが重要

行政としての役割
Ⅳ 行政としての立場
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Ⅰ 行政の責務

Ⅱ 中心的なパートナー

Ⅲ 問題解決に向けた仕組みと仕掛け

Ⅳ 行政としての立場

単年ではなく毎年、毎回確認し継続していく
ことができるか力量が問われてます

必要とされる社会資源が見えてくるのでは
ないでしょうか

Ⅳ 行政としての立場
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相談支援体制の構築と
基幹相談支援センターを通じた

社会資源開発等について

半田市障がい者相談支援センター

センター長 加藤 恵

愛知県半田市雁宿町1-22-1
ＴＥＬ：0569‐21‐5585 ＦＡＸ：0569‐23‐7745

Ｅ‐mail：soudan@cac-net.ne.jp
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今回の話しのポイント

１、社会資源開発・改善の相談支援事業の役割

（気づき・変換・現状分析・場づくり）

２、指定相談支援が効果を果たし、継続するには

（適切なモニタリング頻度）

３、今こそ必要な基幹相談支援の役割

（土台づくり・基盤整備、企画立案、人材育成）
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基幹・委託相談支援は
市町村によって内容に違いがある？

＊地域のニーズは行政に伝わっているだろう
か？

＊相談支援の業務内容は行政と話し合いがで
きているだろうか？

市町村相談支援

動いてくれない
し、何もわかってく
れないんです！

相談支援にまか
せてます。相談は

あちらに。。。

地域のニーズや課題
をわかるように伝えら
れていない相談。

市役所に籠っていて、
現場に出て来ない市
町村職員

相談支援 市町村

一緒に動いてくれ
ますよ。役割分担

ですね。

こちらでも伺いま
すが、相談支援に
も引き継ぎます

ね。

課題や現状が相手に
わかるように伝えられ
る相談。

委託だからと任せきり
にせず、現場に行け
る市町村職員。20



基幹・委託が本当に機能するために

①個別のニーズの困りごとから地域の課題に
変換できるだろうか？＜＜課題抽出＞＞

・行動障がいのある方の支援
者が足りない

・医療的ケアの必要な方の支
援者が足りない

・虐待加害者への対応が不十
分である

・家族の障がい理解など家族
支援が不十分である

・地域移行の支援者が増えな
い

・学校と事業所との連携がより
取れるとよい・・・

Ａです。働きたいと思って何
社も入社試験を受けている
のですが、落ちてしまいま
す。

吸引ができる事業所を探し
ていますが、必要な分だけ
ありません。

虐待と言われても・・・。虐待
してしまう要因があるんで
す。どう対応したらいいんで
すか！！

学校での支援と放課後デイ
での支援。本人が戸惑って
いるかもしれません。

気づき
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②地域の課題から今のわが町の課題の現状
や支援者の現状は数値化し現状分析ができて
いるだろうか？
Ｍさん 2歳 男性 重症心身

気管切開・吸引・胃ろう・経管栄養
頻回の吸引・重積発作・夜鳴き・嘔吐があり、

母も育児疲れにある状態でした。

医療的なケアが必要な人が使える支援が少ない！！

家族の負担が大きく疲労しており、自分で声を上げることもできな
い。

地域課題

＊半田市は約12万人1年間で1・2人の医療的なケアが必要な方が産まれ、
退院して地域生活を始めている。

＊同じような状態で在宅な方はおり、支援を必要としているが支援までたどり
ついていない。必要な方を保健センター・訪問看護からの聞き取りで4人の方
と出会うことができた。

情報収集力

分析力
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③どのような体制や仕組みがあれば
この課題に取り組めるか議論ができ

ているだろうか？平成21年

実際に支援してくれたコロニーのスタッフさんと訪問看護
のスタッフさんにお話しをしてもらい

半田の多種多様な関係機関（病院・学校の先生・高齢者
の事業所・障がいの事業所・保健所・児相・民生委員）
で、事実を共有しました。

その上で、自分には何ができるか・どんな支援があれば
半田で笑顔で暮らせるのかを話し合いました。

当事者や家族も参加して
できることワーク合意形成力
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④どのような体制や仕組みがあれば地域
での暮らしを支えられるか？未来予想図

と手法は提案できていますか？

ヘルパー
自宅における入浴

着替え・見守り

相談支援員

医師

看護師
吸引・経管栄養

薬剤師
服薬

ＯＴ
家事の練習

お金の管理の練習

児童発達支援センター
身近な療育施設

家族支援

茶話会など家族同士
で話せる場

放課後デイ

どの支援にも吸引が
出来る人がいる！
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痰吸引講座の実施！！

まずは助成金で。

次は社協の共同募金で。

必要性と効果を示して

必要な施策として

市の事業にしていく。

もちろん地域の訪問看護な
どの社会資源の協力を得て

④どのような体制や仕組みがあれば地域
での暮らしを支えられるか？未来予想図

と手法は提案できていますか？

継続していくための体制整備と人
材育成を！！

実行力

交渉力
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相談支援における課題分析
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平成２５年度　就労部会　年間予定表

25年度４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

福祉的
就労

第１回
8月27日

第２回
　1月30日

内容

障がい者
雇用

第1回
6月12日

第2回
10月30日

第３回
2月26日

内容

企業交流会
第1回

7月中旬
第2回

11月中旬

内容

事務局

打ち合わせ
4月5日 5月10日 6月7日

7月5日
7月26日

8月2日
8月23日

9月6日 10月4日
11月1日
11月15日

12月6日 1月10日 2月7日 3月7日

内容
・契約書作成

・保険要綱確認

・マニュアル作成

・事業所へ依頼

・コア会議まとめ

・部会準備

・企業案内　等

・アセスメント

・報告内容

　まとめ

・交流会準備

・部会まとめ

・事業所へ依頼
・就労体験開始

・就労体験

・コア会議まとめ

・就労体験

・交流会準備

・就労体験

・効果測定

　まとめ

・部会準備

・部会準備

・今年度まとめ

・来年度の

　方向性

・来年度準備

担当① 効果測定

担当② 資料作成 効果測定

全体 部会反省会 研修反省会 来年度の方向性

事務局会議　基本　金曜　13:00～14:00

体験準備(アセスメント) 就労体験開始（9月～12月末）＋終了した人から評価

部会準備 研修会準備＋就労支援パンフ作成

場所：集会室

時間：10:30～14:00

福祉施設見学＋企業交流会

場所：集会室

時間：10:30～14:00

福祉施設見学＋企業交流会

事前準備

雇用主総会に参加

社会資源マップ記載企業の訪問
体験準備(企業対応) 就労体験開始（9月～12月末）

【　今年度の目的　】
　就労支援における多機能型展開についての検討・勉強会
　就労体験のしくみの構築＋さらなる体験先の開拓（　前年度引き継ぎ　）
　就労者の定着支援について

【アウトプット】
  　一般企業への啓発・就労体験へのお願いを含めた営業活動
 

【テーマ】

福祉的就労について①

場所：未定

時間：13:30～15:00

参加者：福祉事業所　等

議案：多機能型展開方法について

　　　　余暇支援(日中一時B型)

【テーマ】

福祉的就労について②

場所：未定

時間：13:30～15:00

参加者：企業、福祉事業所

　 　 　  　当事者、センター

議案：

【テーマ】

①就労体験者の応募

②定着支援について

場所：未定

時間：13:30～15:00

【テーマ】

①就労体験の現状報告

②定着支援について

場所：未定

時間：13:30～15:00

【テーマ】

①就労体験についてまとめ報告

②定着支援について

場所：未定

時間：13:30～15:00
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